
本
稿
は
初
代
鳥
取
藩
主
池
田
光
仲
（
興
禅
院
）
の
死
に
始
ま
る
墓
所
造
立
の
過
程
と

泉
州
石
工
の
関
わ
り
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

池
田
家
歴
代
の
墓
所
は
鳥
取
市
国
府
町
奥
谷
に
あ
る
。
鳥
取
城
跡
か
ら
四
キ
ロ
余

り
南
東
に
位
置
す
る
。
一
九
七
〇
年
に
鳥
取
県
の
史
跡
と
な
り
保
存
会
が
組
織
さ
れ
、

一
九
八
一
年
十
月
に
「
鳥
取
藩
主
池
田
家
墓
所
」
と
し
て
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い

る
。
清
滝
寺
京
極
家
墓
所
（
一
九
三
二
）、
弘
前
藩
主
津
軽
家
墓
所
（
一
九
五
二
）、
萩

藩
主
毛
利
家
墓
所
（
一
九
八
一
）、
和
歌
山
藩
主
徳
川
家
墓
所
（
同
）
に
つ
い
で
、
大

名
墓
と
し
て
は
全
国
で
も
比
較
的
早
く
国
史
跡
に
な
っ
て
い
る
（
現
在
二
十
五
か
所
が

指
定
）。

池
田
家
墓
所
は
、
以
前
よ
り
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
地
元
国
府
町
（
現
鳥
取
市
国
府
町
）

発
行
の
『
国
府
町
誌
』
な
ど
に
紹
介
さ
れ
て
き
た
が
、
墓
所
の
成
立
や
全
体
の
構
成

に
つ
い
て
全
貌
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
史
跡
鳥
取
藩
主
池
田
家
墓
所
保
存
会
が

二
〇
〇
四
年
に
発
行
し
た
『
国
史
跡 

鳥
取
藩
主
池
田
家
墓
所
保
存
整
備
計
画
書
』
に

始
ま
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
（
１
）。

個
別
研
究
と
し
て
は
、
鳥
取
藩
主
歴
代
の
墓
塔
（
二
代
綱
清
を
除
く
）
の
特
徴
で
あ

る
「
亀
趺
碑
」
に
つ
い
て
、
東
ア
ジ
ア
の
墓
制
の
視
点
か
ら
解
明
し
た
平
勢
隆
郎
の
研

究
が
あ
る
（
２
）。
ま
た
史
跡
整
備
・
遺
構
復
元
の
視
点
か
ら
は
、
鳥
取
環
境
大
学
浅
川

研
究
室
に
よ
る
研
究
報
告
が
あ
り
、
墓
所
玉
垣
・
唐
破
風
門
の
修
復
の
指
針
と
な
っ
た

（
３
）。
近
年
で
は
中
原
斉
、
大
野
哲
二
ら
に
よ
り
現
存
墓
域
の
成
り
立
ち
や
、
藩
主
子

息
墓
の
発
掘
成
果
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
４
）。
ま
た
岩
淵
令
治
は
池
田

光
仲
の
発
病
か
ら
死
去
、
葬
地
の
選
定
か
ら
一
連
の
葬
送
儀
礼
、
江
戸
で
の
葬
儀
の
経

緯
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
、
代
替
わ
り
儀
礼
の
政
治
的
・
社
会
的
な
意
味
合
い
を
検
討

し
た
（
５
）。

藩
祖
光
仲
ほ
か
歴
代
藩
主
の
墓
所
は
こ
れ
ま
で
発
掘
調
査
が
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

本
報
告
は
基
本
的
に
は
文
献
資
料
、
な
ら
び
に
可
視
化
さ
れ
た
墓
塔
と
関
連
の
石
造
物

の
検
討
と
な
る
が
、
先
行
研
究
に
学
び
つ
つ
、
従
来
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
光
仲
墓
所
の
造
立
経
緯
と
そ
の
石
工
に
つ
い
て
若
干
の
報
告
を
し
て
今
後
の
研
究
に

資
し
た
い
。
ま
ず
は
そ
の
前
提
と
し
て
藩
祖
光
仲
の
事
績
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
こ

と
に
す
る
。

な
お
本
稿
で
使
用
す
る
用
語
に
つ
い
て
は
、
資
料
中
の
引
用
語
は
別
と
し
て
、
石
切

な
ど
は
「
石
工
」
と
し
、
興
禅
院
は
「
池
田
光
仲
」、
光
仲
の
墓
域
を
「
墓
所
」
と
す
る
。

墓
所
の
上
部
構
造
の
墓
石
は
「
石
塔
」（
石
碑
）、
下
部
構
造
を
全
体
と
し
て
「
埋
葬
施

設
」（
槨
を
お
さ
め
る
壙
・
石
室
・
石
棺
な
ど
）
と
称
す
る
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て

お
く
。

　
　
　
　
鳥
取
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藩
祖
光
仲
の
死
去

寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
四
月
、
岡
山
藩
主
池
田
忠
雄
の
早
世
に
よ
り
、
嫡
男
光
仲
は
六

月
に
幼
少
三
歳
で
因
・
伯
鳥
取
藩
領
三
十
二
万
石
に
国
替
え
を
命
じ
ら
れ
、
家
督
を
相
続
し

て
鳥
取
藩
主
と
な
る
（
６
）。
同
じ
一
門
で
光
仲
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
池
田
光
政
の
藩
領
支
配

地
を
引
き
継
ぐ
か
た
ち
に
な
っ
た
。
以
後
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
嫡
男
綱
清
に
家
督

を
譲
る
ま
で
の
五
十
三
年
間
、
鳥
取
藩
政
の
基
盤
づ
く
り
を
し
た
藩
祖
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
。池

田
光
政
が
書
き
綴
っ
た
自
筆
日
記
に
は
、
明
暦
・
万
治
期
頃
、
三
十
歳
前
後
の
光
仲
と

の
や
り
取
り
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
若
い
頃
の
光
仲
は
、
律
義
者
で
は
あ
る
が
、
か
ぶ
き
者

や
相
撲
な
ど
を
好
む
派
手
な
振
る
舞
い
が
目
立
ち
、
浪
費
癖
も
あ
っ
た
ら
し
く
光
政
よ
り
し

ば
し
ば
異
見
さ
れ
て
い
る
（
７
）。
そ
の
後
は
そ
う
し
た
記
録
は
見
え
な
く
な
り
、
隠
居
後
は

公
家
歌
人
烏
丸
資
慶
に
点
削
（
添
削
）
を
受
け
る
な
ど
、
和
歌
を
よ
く
し
て
諷
詠
を
娯
し
ん

だ
と
い
わ
れ
る
。
後
世
成
立
し
た
諸
書
も
和
歌
と
武
道
を
好
ん
だ
こ
と
を
伝
え
て
い
る（『
鳥

取
藩
史
』
ほ
か
）。

池
田
氏
は
光
仲
の
曾
祖
父
恒
興
以
来
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
寺
院
に
弔
わ
れ
た
。
寺
院
は

池
田
氏
国
替
え
の
度
に
城
下
に
引
き
寺
さ
れ
、
鳥
取
城
下
に
も
臨
済
宗
龍
峯
寺
を
建
立
し
て

祖
父
輝
政
以
来
の
位
牌
を
安
置
し
て
菩
提
寺
と
し
た
が
、
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
に
龍
峯

寺
の
僧
、
提
宗
慧
全
が
妙
心
寺
派
か
ら
黄
檗
派
（
の
ち
の
黄
檗
宗
）
に
か
わ
る
と
、
光
仲
も

こ
れ
に
傾
倒
し
た
と
さ
れ
る
。
妙
心
寺
は
龍
峯
寺
の
離
脱
を
認
め
ず
、
幕
府
へ
出
訴
に
及
ん

だ
が
、
光
仲
の
晩
年
に
妙
心
寺
と
和
解
し
、
光
仲
没
後
に
龍
峯
寺
を
本
寺
で
あ
る
京
都
妙
心

寺
に
返
上
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。

光
仲
は
隠
居
し
て
八
年
後
の
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
六
月
二
十
七
日
、
千
代
川
最
下
流

域
の
古
海
村
地
先
に
舟
遊
び
し
て
、
鳥
取
城
に
戻
っ
た
の
ち
俄
か
に
「
重
キ
御
様
躰
」（
控

帳
）
と
な
っ
た
。
二
代
藩
主
綱
清
は
参
勤
の
た
め
国
元
不
在
で
あ
っ
た
の
で
、
弟
で
分
知
家

東
館
の
初
代
で
あ
る
池
田
仲
澄
が
そ
の
日
の
う
ち
に
紀
州
和
歌
山
（
二
代
藩
主
徳
川
光
貞
）、

備
前
岡
山
（
二
代
藩
主
池
田
綱
政
）
に
飛
脚
を
出
し
て
容
態
を
知
ら
せ
た
。
一
時
は
「
御
快

然
」
の
兆
し
も
見
ら
れ
た
と
い
う
が
、
七
月
七
日
に
六
十
四
歳
で
没
し
た
。
中
風
（
脳
卒
中

か
）
を
発
し
た
と
い
う
（『
因
府
年
表
』）。

光
仲
の
葬
礼
に
つ
い
て
、
御
用
部
屋
が
記
録
し
た『
興
禅
院
殿
御
葬
式
記
』（『
鳥
取
藩
史
』

三
）
に
よ
れ
ば
、
死
去
翌
日
も
御
膳
が
す
え
ら
れ
、
遺
骸
は
沐
浴
（
湯
灌
）
さ
れ
た
の
ち
、

烏
帽
子
・
狩
衣
姿
に
小
刀
が
指
さ
れ
、
通
常
の
御
座
に
直
さ
れ
て
橋
本
宜
彩
に
遺
骸
を
写
さ

せ
て
い
る
。

翌
九
日
に
は
二
重
の
棺
が
出
来
る
。
内
棺
は
高
さ
三
尺
三
寸
、
横
二
尺
八
寸
、
幅
三
尺

で
、
厚
さ
二
寸
の
杉
材
板
が
使
用
さ
れ
、
太
刀
が
納
め
ら
れ
た
。
遺
骸
に
は
真
綿
燈
心
が
詰

め
ら
れ
た
。
外
棺
は
一
寸
五
分
の
板
で
仕
立
て
ら
れ
、
内
棺
と
外
棺
の
間
、
一
寸
五
分
の
隙

間
に
は
「
炭
ヲ
粉
ニ
シ
、
石
灰
ヲ
合
シ
、
酒
ニ
テ
ト
キ
詰
」
め
ら
れ
た
。
棺
に
は
僧
寂
湛
が

法
名
・
没
年
な
ど
を
墨
書
し
て
龍
峯
寺
の
表
居
間
に
安
置
さ
れ
埋
葬
に
備
え
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
棺
の
仕
立
て
方
は
、
中
国
南
宋
時
代
に
朱
子
学
を
体
系
付
け
た
朱
熹
の『
家
禮
』

写真１．池田家墓所
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に
示
さ
れ
た
「
治
葬
」
で
あ
る
こ
と
を
す
で
に
松
原
典
明
が
指
摘
し
て
い
る
。
米
沢
藩
の
上

杉
鷹
山
の
棺
の
仕
立
方
に
も
類
似
し
て
お
り
（
８
）、
儒
教
の
影
響
を
強
く
受
け
た
内
容
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。

東
照
宮
の
石
普
請

葬
地
で
あ
る
廟
所
の
候
補
地
と
し
て
、
城
に
近
い
栗
谷
（
鳥
取
市
栗
谷
町
）
も
あ
げ
ら
れ

た
が
、
廟
所
と
葬
礼
場
の
双
方
が
整
う
奥
谷
（
鳥
取
市
国
府
町
奥
谷
）
に
定
め
ら
れ
た
（
９
）。

奥
谷
の
谷
筋
に
は
廟
所
の
造
営
以
前
か
ら
安
養
寺
と
伝
え
る
古
跡
地
に
観
音
堂
が
あ
っ
た
と

い
い
（「
控
帳
」
元
禄
五
年
四
月
十
九
日
）、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
に
は
龍
峯
寺
の
千
岳

和
尚
が
小
庵
建
設
の
許
可
を
得
（
右
同
文
書
）、
廟
所
造
営
以
前
に
は
千
岳
庵
と
い
う
隠
居

所
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
記
録
に
残
し
て
い
る
（「
控
帳
」
元
禄
六
年
七
月
十
三

日
）。
奥
谷
筋
は
古
来
よ
り
寺
院
や
堂
な
ど
の
立
地
す
る
「
地
景
」
の
良
好
な
場
所
で
あ
っ

た
と
い
う
が
、
小
庵
の
建
設
が
将
来
的
な
廟
所
造
営
を
見
据
え
た
も
の
で
あ
っ
た
か
は
不
明

で
あ
る
。
元
禄
六
年
七
月
以
降
、
当
地
を
藩
主
の
廟
所
造
営
の
た
め
に
さ
ら
に
拓
い
た
わ
け

で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
先
立
つ
こ
と
四
十
年
余
り
以
前
、
慶
安
期
に
鳥
取
城
下
の
南
東
、
大
日
谷
（
樗

谿
）に
東
照
宮
が
造
営
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
も
谷
を
拓
く
大
が
か
り
な
普
請
を
し
て
い
る
。

江
戸
前
期
の
地
誌
『
因
幡
民
談
記
』
に
は
「
土
ヲ
運
ビ
地
ヲ
平
ニ
シ
、
石
ヲ
破
テ
甃
ト
シ
、

山
ヲ
崩
シ
テ
廟
地
ヲ
広
メ
、
沢
ヲ
埋
テ
廟
前
ト
ス
」
と
あ
り
、
同
時
代
に
生
き
た
筆
者
小

泉
友
賢
が
当
時
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
。
具
体
的
に
石
工
の
存
在
を
明
記
し
て
い
な
い
が
、

「
石
ヲ
破
テ
甃
（
石
畳
）」
と
す
る
普
請
に
石
工
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

現
在
の
鳥
取
東
照
宮
（
か
つ
て
は
因
州
東
照
宮
）
の
境
内
に
は
、
切
り
込
み
は
ぎ
に
よ
る
精

緻
な
石
垣
、
県
内
で
最
も
古
い
紀
年
銘
の
石
燈
籠
群
（　

）
10

、
巨
大
な
切
石
が
組
み
合
わ
さ
れ

た
本
殿
の
基
壇
や
亀
腹
様
の
基
台
、
今
も
ゆ
が
み
の
な
い
重
厚
な
石
階
段
な
ど
、
石
普
請
と

し
て
見
る
べ
き
点
は
多
い
。
そ
れ
ら
が
優
れ
た
技
術
を
も
つ
石
工
の
作
で
あ
る
こ
と
は
一
目

瞭
然
で
あ
る
が
、
次
の
資
料
か
ら
石
工
衆
は
上
方
か
ら
雇
わ
れ
た
集
団
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。

【
資
料
一
】『
因
府
歴
年
大
雑
集
』

一
慶
安
弐
年
御
宮
御
普
請
之
時
、
日
用
石
切
、
家
中
よ
り
銀
子
ニ
而
被
相
立
候
、
石
切

壱
人
ニ
付
平
役
弐
人
ニ
相
立
申
事
、
上
方
よ
り
参
、
石
切
一
日
ニ
弐
匁
三
歩
、
炭
・

鉄
・
鍛
冶
手
間
・
諸
道
具
共
ニ
、
日
用
石
切
よ
り
仕
候
、
賄
も
石
切
よ
り
仕
ニ
相
究

申
候
、
雇
申
候
石
切
、
三
千
石
ニ
壱
人
宛
之
割
。
以
上
。

鳥
取
藩
政
資
料
に
お
い
て
、
単
に
「
御
宮
」
と
称
す
る
場
合
は
東
照
宮
を
い
う
。「
石
切
」

は
近
世
前
期
に
見
ら
れ
る
呼
称
で
、
江
戸
中
期
以
降
は
概
ね
石
工
と
称
さ
れ
る
。

慶
安
元
（
一
六
四
八
）
年
三
月
、
十
九
歳
で
正
式
に
入
国
を
果
た
し
た
光
仲
は
、
同
年

十
二
月
に
幕
府
か
ら
東
照
宮
勧
請
の
許
可
を
得
、
翌
二
年
に
着
工
す
る
。「
上
方
」
の
石
工

た
ち
も
慶
安
二
年
に
来
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
上
方
の
ど
こ
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

東
照
宮
は
同
三
年
九
月
に
御
神
体
を
勧
請
し
て
成
立
す
る
が
、
石
工
た
ち
も
、
そ
の
頃
ま
で

滞
在
し
た
の
で
は
な
い
か
。
石
工
た
ち
の
道
具
の
維
持
管
理
か
ら
賄
に
い
た
る
諸
々
の
経
費

は
、
一
人
宛
二
匁
三
歩
の
日
当
か
ら
ま
か
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
境
内
地
に
は

石
工
小
屋
が
設
け
ら
れ
、
東
照
宮
勧
請
と
共
に
起
立
さ
れ
た
上
町
周
辺
に
居
住
し
た
の
で
は

な
い
か
と
想
像
す
る
。

因
州
鳥
取
か
ら
見
た
場
合
の
「
上
方
」
の
石
工
と
言
え
ば
、
先
ず
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
が
泉
州
石
工
（
和
泉
石
工
）
で
あ
ろ
う
。
和
泉
砂
岩
の
採
石
地
で
あ
る
こ
と
を
背
景
に
、

古
代
よ
り
近
世
・
近
代
ま
で
石
工
が
集
住
し
た
泉
州
南
部
、
日
根
郡
地
方
の
石
工
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
西
日
本
各
地
へ
出
稼
ぎ
や
移
住
し
た
職
人
集
団
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
（　

）
11

。

因
伯
鳥
取
藩
領
域
に
も
西
伯
耆
を
中
心
に
江
戸
中
期
以
降
、
鳥
居
や
石
燈
籠
な
ど
の
大
型
の

石
造
物
を
中
心
に
数
々
の
作
例
が
あ
る
（　

）
12

。

そ
の
他
に
は
大
坂
の
石
工
集
団
が
知
ら
れ
て
い
る
。
近
年
、
大
坂
石
工
・
石
商
の
分
布

と
年
代
的
変
遷
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
杉
本
厚
典
の
研
究
に
よ
る
と
（　

）
13

、
大
坂
は
西
横
堀
、

長
堀
、
東
横
堀
周
辺
の
石
工
を
中
心
と
す
る
が
（
こ
れ
ら
を
以
下
「
大
坂
石
工
」
と
称
す
）、

成
立
の
早
い
松
屋
町
、
立
売
堀
、
長
堀
、
西
横
堀
の
石
工
で
も
慶
安
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
作

写真２．池田光仲画像（鳥取県立博物館所蔵）
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例
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
寛
文
・
延
宝
期
頃
よ
り
見
え
始
め
、
概
ね
元
禄
期
頃
よ
り
盛
ん
に

な
る
と
い
う
デ
ー
タ
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
関
根
達
人
の
研
究
で
は
、
大
坂
に
比
較
的
近

い
高
野
山
の
大
名
墓
に
早
く
か
ら
大
坂
石
工
が
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
が
、
大
坂
石
工
の
日
本
海
沿
岸
域
へ
の
進
出
（
石
造
物
の
流
通
）
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
一
六
七
〇
年
代（
寛
文
末
期
〜
延
宝
期
）か
ら
と
す
る
結
果
を
導
い
て
い
る
（　

）
14

。
杉
本
・

関
根
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
慶
安
期
の
東
照
宮
を
大
坂
石
工
の
普
請
と
考
え
る

の
は
や
や
難
し
そ
う
で
あ
る
（　

）
15

。

東
照
宮
は
池
田
家
が
威
信
を
か
け
て
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
最
重
要
の
普
請
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
く
、
そ
の
社
殿
が
幕
府
御
用
の
大
工
、
木
原
木
工
允
ら
に
よ
っ
て
設
計
・
建

築
さ
れ
た
よ
う
に
、
石
工
も
由
緒
を
備
え
た
熟
練
し
た
技
術
を
も
つ
職
人
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
現
段
階
で
は
、
慶
安
期
成
立
の
東
照
宮
は
、
成
立
の
古
い
泉
州
石
工
を
想
定
す
る
の

が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
東
照
宮
に
遺
さ
れ
て
い
る
石
造
物
を
泉
州
石
工
の
作
例
と
し
て

比
較
検
討
す
る
こ
と
も
有
効
で
あ
ろ
う
（
後
述
）。

奥
谷
御
廟
所
御
用
と
泉
州
石
工

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
鳥
取
県
内
に
残
る
最
も
古
い
紀
年
銘
（
慶
安
三
年
四
月
十
七
日
）

を
も
つ
石
燈
籠
は
、
東
照
宮
境
内
の
本
殿
前
と
拝
殿
前
の
石
階
下
に
並
ぶ
二
基
一
対
の
石
燈

籠
群
で
あ
る
。
東
照
宮
は
鳥
取
県
内
に
お
け
る
近
世
的
な
石
造
文
化
の
出
発
点
と
言
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
東
照
宮
造
営
で
技
術
力
を
発
揮
し
た
泉
州
石
工
と
思
わ
れ
る
集
団
は
、
こ
ん

ど
は
墓
所
造
営
で
そ
の
力
量
を
発
揮
す
る
。
四
十
年
以
上
の
時
代
差
が
あ
る
の
で
同
じ
集
団

で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

池
田
光
仲
の
墓
石
を
造
っ
た
石
工
は
、
従
来
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
が
、
国
元
の
家
老
が

書
き
継
い
だ
日
記
中
に
、
以
下
の
記
録
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
光
仲
の
死
去
は
七
月
七

日
。
埋
葬
は
八
月
二
十
三
日
の
こ
と
で
あ
る
が
、【
資
料
二
】
は
埋
葬
か
ら
一
か
月
半
ほ
ど

経
過
し
た
頃
の
記
録
で
あ
る
。

【
資
料
二
】「
控
帳
」（
家
老
日
記
）

（
元
禄
六
年
十
月
十
日
）

一
和
泉
国
石
切
長
右
衛
門
、
奥
谷
御
廟
所
之
御
用
精
出
し
候
付
而
、
他
国
も
の
故
、
為

御
褒
美
銀
子
壱
枚
被
下
事
。

【
資
料
三
】「
控
帳
」（
家
老
日
記
）

（
元
禄
八
年
九
月
二
十
八
日
）

一
石
切
之
頭
領
長
右
衛
門
、
御
石
碑
成
就
ニ
付
、
近
日
、
本
国
江
罷
帰
ニ
付
、
作
料
之

外
ニ
白
銀
弐
枚
被
遣
由
、
喜
多
村
八
兵
衛
江
申
渡
之
、
い
つ
か
た
ニ
て
も
ケ
様
之
御

用
承
候
節
ハ
、
頭
領
江
作
料
之
外
ニ
被
遣
物
有
之
由
ニ
付
、
右
之
通
被
遣
事
。

【
資
料
二
】
は
「
和
泉
国
石
切
長
右
衛
門
」
の
名
を
伝
え
て
い
る
。
奥
谷
廟
所
（
池
田
家

墓
所
）
の
御
用
に
出
精
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
具
体
的
な
石
普
請
の
内
容
を
記
し
て
い
な
い

が
、
藩
主
が
死
去
し
て
三
か
月
余
り
、
十
月
十
日
に
は
褒
美
と
し
て
銀
壱
枚
を
う
け
て
い

る
。【
資
料
三
】
か
ら
は
、
石
工
長
右
衛
門
は
普
請
惣
奉
行
喜
多
村
八
兵
衛
主
導
の
も
と
、

元
禄
八
年
九
月
末
ま
で
廟
所
の
作
業
で
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
十
月

十
日
の
褒
美
は
墓
所
造
営
作
業
の
初
期
段
階
に
お
け
る
一
つ
の
区
切
り
に
な
る
も
の
と
理
解

で
き
そ
う
で
あ
る
。

光
仲
の
遺
骸
の
埋
葬
は
八
月
十
九
日
を
予
定
し
て
い
た
が
天
候
不
順
で
延
期
と
な
り
（　

）
16

、

同
二
十
三
日
に
執
行
さ
れ
た
。
石
工
長
右
衛
門
ら
の
仕
事
は
、
埋
葬
施
設
で
あ
る
墓
所
の
下

部
構
造
の
石
普
請
に
も
関
わ
っ
た
と
理
解
で
き
る
こ
と
か
ら
、
十
月
十
日
頃
に
は
既
に
二
か

月
程
度
の
滞
在
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
褒
美
は
理
解
の
い
く
と
こ
ろ
で
あ

る
。
そ
の
石
普
請
に
は
、
主
に
棺
を
納
め
る
埋
葬
施
設
（
石
棺
）
に
切
石
や
築
石
な
ど
が
使

用
さ
れ
て
造
営
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。ほ
か
に
も
様
々
な
職
人
の
関
与
が
想
定
さ
れ
る
が
、

石
工
長
右
衛
門
ら
の
作
業
は
重
要
な
位
置
を
占
め
た
は
ず
で
あ
る
（　

）
17

。

そ
の
よ
う
な
認
識
で
元
禄
八
年
九
月
二
十
八
日
付
け
の
【
資
料
三
】
を
見
直
す
と
、「
石

切
之
頭
領
長
右
衛
門
、
御
石
碑
成
就
ニ
付
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
御
石 写真３．興禅院池田光仲墓石
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碑
」
す
な
わ
ち
今
日
言
う
亀
趺
円
頭
型
と
称
し
て
い
る
墓
所
の
上
部
構
造
（
石
碑
）
を
最
終

的
に
仕
上
げ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
長
右
衛
門
ら
は
和
泉
国
に
帰
国
す
る
前
に
作
料
と
は

別
に
こ
こ
で
も
褒
美
と
し
て
白
銀
二
枚
を
得
て
い
る
が
、
褒
美
が
与
え
ら
れ
た
の
は
墓
所
の

下
部
構
造
と
上
部
構
造
が
そ
れ
ぞ
れ
出
来
上
が
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。

石
工
長
右
衛
門
に
つ
い
て
の
記
録
は
、
管
見
の
限
り
【
資
料
二
】【
資
料
三
】
以
外
に
は

今
の
と
こ
ろ
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
が
断
片
的
に
石
普
請
の
工
程
を
伝
え
て
い
る

わ
け
で
あ
る
が
、
約
二
年
の
年
代
幅
の
あ
る
記
録
は
、
連
続
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
、
泉
州

石
工
棟
梁
長
右
衛
門
ら
が
中
心
と
な
り
約
二
年
か
け
て
成
し
遂
げ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

長
右
衛
門
ら
は
光
仲
の
墓
石
造
営
以
外
に
も
墓
域
整
備
に
関
わ
る
石
普
請
に
関
わ
っ
た
と
思

う
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
記
録
（
文
書
）
で
は
わ
か
ら
な
い
。

現
存
す
る
光
仲
の
石
塔
は
、
花
崗
岩
製
で
造
立
の
紀
年
銘
は
な
い
が
当
初
の
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
石
材
は
「
用
ヶ
瀬
」（
鳥
取
市
用
瀬
町
）
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
。【
資
料
二
】
と
【
資

料
三
】
の
中
間
的
な
時
期
の
元
禄
七
年
五
月
の
記
録
を
掲
げ
て
お
く
。

【
資
料
四
】「
控
帳
」（
家
老
日
記
）

（
元
禄
七
年
五
月
十
九
日
）

一
興
禅
院
様
御
石
碑
、
用
ヶ
瀬
よ
り
切
出
シ
奥
谷
江
引
付
申
候
ニ
付
而
、
喜
多
村
八
兵

衛
今
日
用
ヶ
瀬
へ
被
遣
事
。

【
資
料
五
】「
控
帳
」（
家
老
日
記
）

（
元
禄
七
年
五
月
二
十
六
日
）

一
興
禅
院
様
御
石
碑
、
奥
谷
江
之
通
り
筋
銘
々
門
前
掃
除
、
見
物
猥
ニ
無
之
様
申
付
、

人
夫
并
立
砂
水
打
桶
出
候
儀
無
用
之
由
、
惣
方
江
申
聞
候
事
。
右
之
御
石
碑
之
御
用

ニ
罷
出
候
御
普
請
方
之
組
付
ニ
而
無
之
小
奉
行
共
、
只
今
迄
在
江
罷
出
候
節
、
鑓
持

せ
候
ニ
付
、
此
度
も
鑓
持
せ
可
申
哉
と
尋
申
候
付
而
、
遂
吟
味
候
処
、
貞
享
三
年
ニ

御
新
法
被
仰
出
之
、
組
付
ニ
て
無
之
御
普
請
奉
行
、
此
已
後
在
江
罷
出
候
節
も
、
御

法
之
通
鑓
持
せ
候
儀
無
用
、
尤
明
日
も
無
用
之
旨
喜
多
村
八
兵
衛
江
申
渡
事
。

　
　

附
り
、
貞
享
三
年
御
新
法
被
仰
出
之
趣
書
写
、
八
兵
衛
江
見
せ
申
事
。

【
資
料
四
】
か
ら
は
、
藩
主
光
仲
の
死
去
か
ら
十
か
月
余
り
を
経
て
用
瀬
か
ら
「
御
石
碑
」

（
石
塔
・
墓
石
）
の
石
材
を
切
り
出
し
、
奥
谷
へ
移
送
準
備
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
墓
所
の
下
部
構
造
が
で
き
て
七
〜
八
か
月
経
過
し
た
頃
で
あ
る
。
切
り
出
さ
れ
た

石
碑
は
用
瀬
よ
り
千
代
川
を
漕
輸
し
、
恐
ら
く
は
下
流
の
浜
坂
村
地
先
か
ら
袋
川
に
入
っ
て

遡
上
し
、
宮
下
村
仮
殿
河
原
（
葬
礼
場
）
の
船
場
ま
で
積
み
廻
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

後
陸
揚
げ
さ
れ
、
曳
き
石
し
て
廟
所
ま
で
運
ば
れ
た
（　

）
18

。

【
資
料
五
】
で
は
、
奥
谷
通
り
筋
の
屋
敷
門
前
の
掃
除
を
命
じ
る
一
方
、
見
物
を
み
だ
り

に
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
人
夫
を
出
す
こ
と
や
、
東
照
宮
祭
礼
の
神
輿
渡
御
の
時
の
よ

う
に
沿
道
に
真
砂
土
や
打
ち
水
を
用
意
す
る
こ
と
は
不
要
で
あ
る
こ
と
を
達
し
て
い
る
。
ま

た
同
行
す
る
組
付
き
で
な
い
普
請
奉
行
も
新
法
に
し
た
が
い
鑓
を
持
た
ず
に
出
向
く
こ
と
を

確
認
し
て
い
る
。【
資
料
五
】
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
石
碑
の
移
送
は
見
せ
物
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
江
戸
後
期
に
編
纂
さ
れ
た
「
因
府

年
表
」
は
、
人
垣
が
で
き
る
ほ
ど
見
物
人
で
に
ぎ
わ
っ
た
と
伝
え
て
い
る
（　

）
19

。

元
禄
七
年
五
月
末
に
奥
谷
へ
運
び
込
ま
れ
た
「
御
石
碑
」
が
、
最
終
的
に
藩
祖
の
廟
所
と

し
て
完
成
し
た
の
は
【
資
料
三
】
が
示
す
通
り
、
元
禄
八
年
九
月
二
十
八
日
の
こ
と
で
あ
る
。

御
石
碑
が
運
び
込
ま
れ
て
約
一
年
五
か
月
（
閏
月
を
含
む
）
の
年
月
を
考
慮
す
る
と
、
碑
陽

写真４．光仲墓石背面の篆額「興禅院徳政之碑」
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の
法
名
（
戒
名
）
な
ら
び
に
碑
陰
の
「
興
禅
院
徳
政
之
碑
」
の
篆
額
、
萬
福
寺
五
世
高
泉
性

敦
撰
文
の
刻
印
、
亀
趺
の
台
座
な
ど
、
細
部
に
至
る
調
製
は
現
場
で
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
碑
文
中
の
年
号
が
「
元
禄
乙
亥
八
年
仲
呂
月
望
日
」（
元
禄
八
年
四
月
十
五
日
）
に
な

っ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
れ
ま
で
検
証
し
て
き
た
墓
所
造
営
の
作
業
工
程
に
齟
齬
す
る
も
の
で

は
な
い
（　

）
20

。

元
禄
六
年
十
月
十
日
に
墓
石
の
下
部
構
造
で
あ
る
埋
葬
施
設
が
完
成
し
て
か
ら
上
部
構
造

の
石
碑
（
石
塔
）
が
造
立
す
る
ま
で
の
約
二
年
間
、
墓
所
は
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
の

か
は
や
や
気
に
な
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
間
の
様
子
を
う
か
が
う
記
録
は
な
い
が
、
元
禄

十
六
年
に
没
し
た
津
軽
藤
堂
家
三
代
の
藤
堂
高
久
の
墓
所
造
営
の
事
例
が
参
考
に
な
り
そ
う

で
あ
る
。

高
久
の
墓
所
は
菩
提
寺
の
常
住
寺
の
後
背
地
、
長
田
山
御
廟
（
三
重
県
伊
賀
市
長
田
）
に

あ
る
。
四
月
二
十
九
日
に
没
し
、
五
月
十
一
日
に
椁
を
納
め
て
埋
葬
を
終
え
て
い
る
。
建
碑

は
八
月
八
日
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
銅
葺
き
と
瓦
葺
き
の
仮
霊
屋
が
造
ら
れ
た
と

さ
れ
て
い
る
（　

）
21

。
推
測
の
域
は
出
な
い
が
、
光
仲
の
墓
所
も
上
部
構
造
の
石
塔
が
で
き
る

ま
で
は
、
下
部
構
造
の
埋
設
面
が
雨
曝
し
と
は
や
や
考
え
難
い
の
で
、
藤
堂
高
久
の
墓
所
と

同
様
、
仮
御
霊
と
な
る
覆
屋
が
建
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

興
禅
院
・
光
仲
の
三
回
忌

池
田
家
墓
所
は
歴
代
藩
主
の
墓
塔
の
前
に
数
々
の
石
燈
籠
が
あ
る
。
御
側
役
な
ど
主
に
家

臣
奉
献
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
光
仲
の
一
周
忌
を
迎
え
た
際
の
記
録
に
は
、「
只
今
ハ
石

燈
篭
も
無
之
候
」
と
あ
り
（　

）
22

）、
墓
前
に
石
燈
籠
は
一
基
も
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
れ
ゆ
え
盆
中
に
は
「
燈
篭
」
を
差
し
上
げ
た
い
旨
の
願
い
が
光
仲
付
の
剃
髪
六
人
の

面
々
か
ら
出
さ
れ
て
許
可
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
恒
久
的
な
石
燈
籠
で
は
な
く
、
仮
設
の
も

の
と
理
解
さ
れ
、
盆
過
ぎ
に
は
撤
去
さ
れ
て
い
る
。

最
初
に
石
燈
籠
が
奉
献
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
翌
年
の
三
回
忌
で
あ
る
。
今
も
光
仲
墓
所
に

最
も
近
い
位
置
の
参
道
の
左
右
に
あ
る
の
が
そ
れ
で
、
石
燈
籠
の
円
柱
形
の
棹
石
に
は
次
の

よ
う
に
あ
る
（
興
禅
院
墓
石
に
向
か
っ
て
右
側
の
石
燈
籠
）
（　

）
23

。

（
右
）　

元
禄
八
乙
亥
年
七
月
七
日

（
中
央
）
興
禅
院
殿
塔
前
石
灯
篭
二
基

（
左
）　

不
肖
男
壱
岐
守
仲
澄
謹
立

池
田
光
仲
の
二
男
で
、
東
館
と
称
さ
れ
た
分
知
家
初
代
の
仲
澄
が
三
回
忌
に
あ
た
る
元
禄

八
年
七
月
七
日
に
奉
献
し
た
。
石
塔
（
墓
石
）
は
長
男
の
二
代
藩
主
綱
清
が
造
立
し
、
二
男

の
仲
澄
は
石
塔
に
最
も
近
い
場
所
（
塔
前
）
に
石
燈
籠
二
基
を
奉
献
し
て
墓
所
は
整
え
ら
れ

た
。
墓
前
の
花
瓶
も
三
回
忌
の
紀
年
銘
が
あ
る
。

で
は
、
光
仲
の
石
塔
は
い
つ
造
立
さ
れ
た
の
か
。【
資
料
三
】
で
見
た
よ
う
に
、
元
禄
八

年
九
月
二
十
八
日
に
は
「
御
石
碑
成
就
ニ
付
、
近
日
、
本
国
江
罷
帰
ニ
付
」
と
あ
る
よ
う
に
、

光
仲
の
墓
所
に
関
す
る
石
普
請
は
す
べ
て
終
え
て
お
り
、
近
日
中
に
和
泉
国
に
帰
国
す
る
と

あ
る
。
通
常
で
あ
れ
ば
、
仲
澄
の
石
燈
籠
の
よ
う
に
三
回
忌
が
想
定
さ
れ
る
が
、
石
塔
は
次

の
資
料
に
よ
る
と
三
回
忌
に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
。

【
資
料
六
】「
控
帳
」（
家
老
日
記
）

（
元
禄
八
年
九
月
七
日
）

一
興
禅
院
様
御
石
塔
、
去
ル
朔
日
御
台
座
ニ
立
申
ニ
付
、
今
日
御
忌
日
付
、
興
禅
寺
并

出
家
中
奥
谷
江
被
参
、
御
供
養
有
之
候
、
依
之
為
御
供
養
料
白
銀
弐
枚
、
千
岳
和
尚

江
被
遣
事
。

「
竪
九
尺
横
四
尺
」（
因
府
年
表
）
の
石
塔
が
建
て
ら
れ
た
の
は
、
三
回
忌
か
ら
二
か
月

近
く
過
ぎ
た
九
月
朔
日
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
忌
日
と
な
る
九
月
七
日
に
石
塔
造
立
の

供
養
料
と
し
て
龍
峯
寺
現
住
の
千
岳
和
尚
に
白
銀
二
枚
が
遣
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
亀

趺
は
単
に
「
御
台
座
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
結
果
的
に
石
材
搬
入
か
ら
一
年
を
遥
か
に
超
え

る
歳
月
を
経
過
し
て
い
る
が
、
続
け
て
次
の
よ
う
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。

写真５．池田仲澄献納石燈籠
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【
資
料
七
】「
控
帳
」（
家
老
日
記
）

（
元
禄
八
年
九
月
十
日
）

一
興
禅
院
様
御
石
塔
ニ
御
法
名
、
并
碑
ノ
銘
御
用
ニ
、
寂
湛
奥
谷
江
か
よ
ひ
候
て
相

勉
、
苦
労
仕
ニ
付
、
白
銀
弐
枚
被
遣
旨
江
戸
よ
り
申
来
ニ
付
、
山
田
佐
助
ヲ
以
申
渡

事
。

奥
谷
廟
所
の
地
に
お
い
て
、
龍
峯
寺
の
僧
寂
湛
指
導
の
も
と
、
石
塔
に
「
御
法
名
、
并
碑

ノ
銘
」
が
精
緻
に
刻
印
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
連
の
作
業
は
泉
州
石
工
の
棟
梁
長
右
衛
門
ら

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
作
業
は
墓
所
付
近
で
行
わ
れ
た
と
推
測
す
る
（　

）
24

。「
寂
湛
奥
谷
江
か

よ
ひ
候
て
相
勉
、
苦
労
仕
ニ
付
」
と
あ
り
、
真
夏
を
ま
た
い
で
の
作
業
で
あ
っ
た
。

な
お
、
江
戸
後
期
の
鳥
取
藩
士
で
考
証
史
家
の
岡
島
正
義
は
、
そ
の
著
作
「
因
府
年
表
」

元
禄
八
年
九
月
朔
日
の
項
目
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

【
資
料
八
】
因
府
年
表

（
元
禄
八
年
九
月
朔
日
）

奥
谷
興
禅
院
君
の
御
石
碑
成
る
。
銘
は
黄
檗
山
の
第
五
世
高
泉
に
令
作
之
。
こ
の
禅
師
は

則
唐
僧
な
り
。

案
、
此
石
碑
を
建
ら
れ
た
る
こ
と
の
是
迄
及
遅
々
た
る
こ
と
不
審
。
恐
く
は
御
法
事
の
以

前
な
る
可
し
。
去
ば
昨
年
七
月
の
錯
覚
な
ら
ん
歟
と
被
愚
察
。

岡
島
は
【
資
料
六
】
の
記
録
を
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
石
碑
を
建
て
た
の
は
元
禄
八

年
九
月
朔
日
で
は
な
く
、「
昨
年
七
月
」（
一
周
忌
）の
錯
覚
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
【
資
料
三
】【
資
料
七
】
を
抱
き
合
わ
せ
る
と
、
岡
島
の
推
測
は
あ
た
ら
な
い
。
確

か
に
岡
島
が
言
う
よ
う
に
「
遅
々
に
及
び
た
る
こ
と
」
は
明
ら
か
で
、
早
期
造
立
を
困
難
と

す
る
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
藩
の
記
録
に
明
瞭
で
は
な
い
が
、

既
に
見
た
よ
う
に
光
仲
の
黄
檗
派
へ
の
傾
倒
に
よ
り
、
光
仲
没
後
に
菩
提
寺
の
龍
峯
寺
を
妙

心
寺
に
返
上
す
る
こ
と
、
別
に
菩
提
寺
を
建
立
す
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

幕
府
か
ら
黄
檗
寺
院
取
り
立
て
の
承
認
を
得
た
の
が
元
禄
七
年
三
月
二
十
一
日
。
菩
提
寺

の
取
り
立
て
、
山
号
・
寺
号
が
龍
峯
山
興
禅
寺
と
決
ま
っ
た
の
が
同
年
閏
五
月
二
十
二
日
で

あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
奥
谷
廟
所
に
光
仲
墓
所
を
造
営
す
る
の
と
同
時
進
行
で
菩
提
寺
問
題
が

推
移
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
上
部
構
造
の
石
塔
を
ど
の
よ
う
な
形
式
に
す
る
か
な
ど
、
菩
提

寺
の
根
本
が
定
ま
ら
な
い
と
造
立
に
着
手
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
墓

誌
撰
文
が
萬
福
寺
五
世
高
泉
性
敦
で
あ
る
よ
う
に
、
墓
石
を
建
て
る
こ
と
は
当
然
な
が
ら
菩

提
寺
宗
派
に
大
き
く
関
係
す
る
。

参
考
ま
で
に
、
光
仲
以
前
に
造
立
さ
れ
た
墓
塔
の
系
譜
を
一
瞥
す
る
と
、
寛
永
九
年

（
一
六
三
二
）
に
死
去
し
た
光
仲
の
父
忠
雄
の
石
塔
は
巨
大
な
無
縫
塔
で
あ
る
。
岡
山
市
の

清
泰
院
（
禅
宗
単
立
）
に
あ
る
。
芋
墓
と
通
称
さ
れ
、
現
在
は
岡
山
市
指
定
文
化
財
に
な
っ

て
い
る
。
ま
た
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
江
戸
に
お
い
て
十
八
歳
の
若
さ
で
死
去
し
た
光
仲

の
弟
仲
政
は
、
池
上
本
門
寺
（
日
蓮
宗
）
に
葬
ら
れ
た
と
さ
れ
、
こ
の
度
墓
塔
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
父
忠
雄
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
同
様
に
大
き
な
無
縫
塔
で
あ
る
（　

）
25

。
忠
雄

の
無
縫
塔
は
特
異
な
存
在
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
父
の
墓
所
は
岡
山
。
早
世
し
た

弟
の
墓
所
は
池
上
本
門
寺
で
（
鳥
取
の
菩
提
寺
は
正
福
寺
、
の
ち
の
芳
心
寺
）、
鳥
取
か
ら

離
れ
、
宗
派
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
光
仲
の
墓
塔
も
黄
檗
派
の
影
響
が
な
け
れ
ば
無
縫
塔

に
な
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

光
仲
墓
所
の
亀
趺
円
頭
型
の
石
塔
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
と
状
況
か
ら
採
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
が
、
光
仲
が
望
ん
だ
も
の
か
、
綱
清
の
判
断
な
の
か
文
書
か
ら
は
よ
く
わ
か
ら
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
石
塔
碑
陰
に
刻
ま
れ
た
撰
文
に
は
以
下
の
よ
う
な
件
が
あ
る（
原
漢
文
・

部
分
抜
粋
）。

【
資
料
九
】

（
元
禄
八
年
四
月
十
五
日
）

今
ノ
太
守
綱
清
公
、
先
君
ノ
懿い

行ぎ
ょ
う

日
ニ
泯ほ

ろ
びン

コ
ト
ヲ
恐
ル
、
螭
頂
亀
趺
之
制
ニ
由
テ

以
テ
不
朽
ニ
垂
レ
ン
ト
欲
ス
、
岳
公
黄
檗
之
行
有
ル
ニ
因
テ
、
儒
臣
十
街
晩
菴
カ
撰
ス

ル
所
ノ
状
本
ヲ
以
テ
、
余
ニ
之
銘
ヲ
為
ラ
ン
コ
ト
ヲ
請
フ

高
泉
性
敦
に
よ
る
撰
文
は
、
鳥
取
藩
儒
臣
辻
晩
庵
が
藩
祖
光
仲
の
事
績
を
記
述
し
た
文
章

を
も
と
に
、
興
禅
寺
の
僧
千
岳
も
関
与
し
て
書
か
れ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
傍
線
部
に
よ

る
と
、
二
代
藩
主
綱
清
が
父
光
仲
の
偉
業
を
「
螭
頂
亀
趺
之
制
」
に
も
と
づ
き
、
不
朽
に
伝

え
る
こ
と
を
欲
し
て
石
塔
を
建
て
る
と
す
る
。
墓
誌
の
書
か
れ
た
元
禄
八
年
四
月
十
五
日
よ

り
も
前
に
台
座
を
亀
趺
に
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。「
螭
頂
」は「
螭
首
」

の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
碑
陰
上
部
に
は
篆
額
の
み
で
螭
首
（
龍
な
ど
を
模
っ
た
装
飾
）
に
あ

た
る
も
の
は
な
い
の
で
、
施
工
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
平
勢
隆
郎
に
よ
れ
ば
、
日
本

の
亀
趺
碑
の
「
螭
首
」
は
表
現
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
く
、
高
麗
の
亀
趺
碑
に
共
通
す
る
性
格

が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
﹇
平
勢
二
〇
〇
四
年
﹈。

「
亀
趺
」
の
採
用
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
大
嶋
陽
一
は
高
泉
性
敦
の
撰
文
中
（【
資
料
九
】）
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に
名
の
あ
が
る
鳥
取
藩
儒
辻
晩
庵
の
進
言
に
よ
る
も
の
と
す
る
新
た
な
見
解
を
出
し
て
い

る
。
辻
は
萬
福
寺
と
強
い
繋
が
り
を
有
し
た
と
い
う
（　

）
26

。

光
仲
墓
所
の
上
部
構
造
の
石
塔
は
、
円
頭
・
位
牌
型
で
、
碑
陽
に
法
名
（
戒
名
）
を
刻
む

仏
式
で
あ
る
が
、
下
部
構
造
の
棺
の
仕
立
方
は
儒
教
の
治
葬
に
な
ら
っ
て
い
る
。
亀
趺
（
台

座
）
は
唐
令
に
発
す
る
墓
葬
規
定
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
儒
式
の
一
形
式
で
あ
る
が
、
高
泉

性
敦
の
よ
う
な
黄
檗
派
の
僧
が
亀
趺
碑
造
立
に
か
か
わ
り
、
ひ
ろ
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

松
原
典
明
は
、
高
泉
性
敦
の
活
動
は
、
全
国
各
地
で
認
め
ら
れ
、
多
く
の
亀
趺
碑
を
撰
文
・

造
立
に
関
与
し
て
、
黄
檗
派
萬
福
寺
の
末
寺
展
開
に
関
わ
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

二
代
綱
清
の
石
塔
は
亀
趺
で
は
な
く
、
開
蓮
華
の
陽
刻
を
四
面
に
配
し
た
台
座
で
あ
る
が

（　

）
27

、
三
代
吉
泰
は
再
び
亀
趺
に
復
し
、
以
後
歴
代
の
台
座
形
式
が
亀
趺
に
定
ま
っ
て
い
く
。

こ
う
し
た
傾
向
は
台
座
の
み
な
ら
ず
石
塔
の
表
裏
の
記
載
も
統
一
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な

る
（　

）
28

。
仏
儒
折
衷
と
も
言
え
る
光
仲
の
亀
趺
円
頭
墓
が
ど
の
よ
う
な
意
図
か
ら
採
用
さ
れ
、

受
け
継
が
れ
た
の
か
、
今
後
も
さ
ら
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

藩
主
綱
清
以
下
家
中
は
、
光
仲
三
回
忌
の
七
月
七
日
に
石
塔
の
造
立
を
間
に
合
わ
せ
た
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。【
資
料
三
】
で
見
た
よ
う
に
墓
所
の
完
全
な
る
竣
工
が
、
九
月
末
ま
で

延
び
て
し
ま
う
の
は
、
自
然
災
害
、
洪
水
の
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
因

府
年
表
」
に
は
「（
七
月
）
廿
二
日
暁
天　

北
風
強
く
吹
起
り
、
甚
雨
頻
り
に
沃
ぎ
、
牆
壁

を
倒
し
、
府
下
全
き
家
な
し
。
稀
代
の
洪
水
に
て
、
加
路
の
湊
口
凡
拾
町
余
り
に
広
ま
る
と

云
」
と
あ
る
。
鳥
取
城
下
は
千
代
川
・
袋
川
の
氾
濫
で
屋
敷
家
屋
を
流
失
し
て
被
災
し
て
い

た
。
そ
の
最
中
に
お
い
て
廟
所
造
営
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
言
え
る
石
塔
造
立
を
迎
え
つ

つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
奥
谷
の
普
請
場
も
何
ら
か
の
被
害
に
遭
っ
た
の
か
も
知
れ

な
い
。

泉
州
石
工
の
作
例
と
長
右
衛
門

光
仲
墓
所
の
「
御
石
碑
」
の
ほ
か
、
先
に
み
た
池
田
仲
澄
奉
献
の
石
燈
籠
も
長
右
衛
門
ら

泉
州
石
工
の
作
と
思
わ
れ
る
。
仲
澄
の
石
燈
籠
は
、
東
照
宮
本
殿
前
の
石
燈
籠
と
の
比
較
が

有
効
で
あ
る
。
東
照
宮
の
石
燈
籠
は
、
当
時
三
歳
に
満
た
な
い
嫡
男
新
五
郎
、
の
ち
の
二
代

綱
清
が
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
四
月
十
七
日
に
奉
納
し
た
も
の
で
あ
る
。
墓
所
の
仲
澄
の

燈
籠
は
そ
れ
よ
り
幾
分
小
さ
い
が
、
二
つ
の
石
燈
籠
は
全
体
と
し
て
よ
く
似
て
い
る
。
六
角

形
の
笠
石
・
台
座
・
蕨
手
の
形
、
火
袋
と
竿
石
の
形
状
な
ど
で
あ
る
が
、
特
に
竿
石
に
注
目

し
た
い
。
双
方
に
は
円
柱
状
の
竿
石
に
竹
節
状
の
陰
刻
さ
れ
た
三
段
の
紐
帯
（
竿
石
の
中
央

部
・
最
上
部
・
最
下
部
）
が
あ
る
が
、
墓
所
に
は
他
に
こ
の
類
は
な
く
（　

）
29

、
因
幡
地
方
の

社
寺
に
も
同
じ
様
式
の
も
の
を
ほ
と
ん
ど
見
な
い
（　

）
30

。
節
の
あ
る
石
燈
籠
の
多
く
は
陽
刻

さ
れ
て
帯
状
に
盛
り
上
が
っ
た
も
の
が
多
い
。
鳥
取
で
は
十
七
世
紀
の
中
期
か
ら
後
期
に
み

ら
れ
る
泉
州
石
工
に
よ
る
作
例
、
も
し
く
は
そ
の
影
響
を
受
け
た
特
徴
と
し
て
捉
え
ら
れ
な

い
か
と
考
え
て
い
る
。

鳥
取
に
滞
在
し
た
長
右
衛
門
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
。
そ
の
詳
細
は
現
在
の
と

こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
泉
州
日
根
郡
地
方
に
か
か
わ
る
石
工
で
同
じ
名
を
数
例
確
認
す
る
も
の

の
、
確
証
は
得
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
石
工
の
母
村
が
和
泉
国
の
ど
こ
か
も
現
段
階
で
は

不
明
で
あ
る
。
安
易
な
比
定
は
避
け
る
べ
き
だ
が
、
そ
の
地
域
を
参
考
ま
で
に
あ
げ
る
な
ら

ば
、
概
ね
日
根
郡
内
の
か
つ
て
鳥
取
荘
と
い
わ
れ
た
辺
り
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
箱
作
村
・

貝
掛
村
・
波
有
手
村
・
新
村
・
尾
崎
村
・
下
出
村
・
黒
田
村
・
鳥
取
中
村
・
石
田
村
・
自
然

田
村
（
以
上
、
阪
南
市
）、
男
里
村
（
泉
南
市
）
あ
た
り
の
村
が
想
定
さ
れ
る
（　

）
31

。
江
戸
中

期
か
ら
後
期
に
か
け
て
こ
れ
ら
の
村
々
か
ら
断
続
的
に
石
工
集
団
の
出
稼
ぎ
・
移
住
が
因
伯

に
見
ら
れ
る
こ
と
が
根
拠
で
あ
る
が
、
詳
細
は
今
後
の
課
題
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ま
と
め

藩
祖
池
田
光
仲
の
墓
所
造
営
の
経
緯
と
そ
れ
に
関
与
し
た
石
工
や
石
普
請
を
中
心
に
述
べ

て
き
た
が
、
論
旨
の
展
開
上
、
引
用
し
た
資
料
の
年
代
が
、
前
後
し
た
の
で
、
年
代
順
に
表

で
整
理
し
て
本
論
の
ま
と
め
に
か
え
た
い
。

元
禄
六
年
七
月
七
日
に
没
し
た
光
仲
は
、
因
幡
国
法
美
郡
奥
谷
村
の
廟
所
に
八
月
二
十
三

日
に
埋
葬
さ
れ
た
。
十
月
十
日
に
は
墓
所
の
下
部
構
造
で
あ
る
埋
葬
施
設
ほ
か
周
辺
の
石
普

請
が
和
泉
国
か
ら
来
た
石
工
長
右
衛
門
ら
に
よ
っ
て
一
旦
の
完
成
を
み
た
。
埋
葬
施
設
に
は

切
石
も
し
く
は
築
石
で
構
築
さ
れ
た
椁
な
ど
が
普
請
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

上
部
構
造
と
な
る
石
材
の
運
搬
は
、
翌
七
年
五
月
下
旬
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
は
石
切

場
の
用
瀬
に
数
か
月
程
度
は
滞
在
し
て
石
材
の
切
り
出
し
作
業
を
行
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
以

後
は
奥
谷
の
廟
所
に
お
い
て
石
材
の
加
工
・
調
製
が
行
わ
れ
た
。
石
塔
（
墓
石
）
が
建
つ
の

は
三
回
忌
を
過
ぎ
た
翌
年
九
月
朔
日
で
、
同
月
二
十
八
日
に
は
そ
の
他
の
石
普
請
も
含
め
、

す
べ
て
の
作
業
を
終
了
し
て
、
石
工
棟
梁
長
右
衛
門
ら
は
泉
州
に
帰
国
し
た
と
見
ら
れ
る
。

光
仲
の
石
塔
は
、
父
忠
雄
お
よ
び
早
世
し
た
弟
仲
政
の
無
縫
塔
の
形
式
で
は
な
く
、
中
国

黄
檗
派
の
影
響
を
受
け
た
亀
趺
の
台
座
に
、
円
頭
型
（
位
牌
型
）
の
仏
式
の
石
塔
が
採
用
さ

れ
た
。

石
工
長
右
衛
門
ら
が
光
仲
の
墓
所
造
営
以
外
の
墓
域
の
石
普
請
に
ど
の
程
度
か
か
わ
っ
た

の
か
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
元
禄
八
年
七
月
七
日
の
紀
年
銘
を
有
す
る
東
館
池
田
仲
澄
奉

献
の
石
燈
籠
、
墓
塔
に
付
随
す
る
花
瓶
は
長
右
衛
門
ら
泉
州
石
工
の
作
と
考
え
ら
れ
る
。
あ

る
い
は
一
周
忌
の
紀
年
銘
を
も
つ
和
田
三
信
奉
献
の
手
水
鉢
な
ど
も
そ
の
可
能
性
が
あ
る
。
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墓
域
の
石
畳
や
石
階
段
、
石
垣
な
ど
の
石
普
請
や
墓
域
拡
張
に
つ
い
て
も
今
後
研
究
さ
れ
る

べ
き
要
素
で
あ
る
。

お
わ
り
に

最
後
に
課
題
を
二
点
あ
げ
て
、
今
後
の
調
査
の
指
針
に
し
た
い
。

一
点
目
は
二
代
藩
主
以
降
の
石
塔
を
製
作
し
た
石
工
の
こ
と
で
あ
る
。
池
田
家
墓
所
に
は

七
十
八
基
の
墓
塔
と
二
六
〇
を
超
え
る
石
燈
籠
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
光
仲

以
外
の
石
工
が
判
明
す
る
の
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
六
代
藩
主
大
機
院
池
田
治
道
・
七
代
真
証

院
斉
邦
が
竹
村
定
次
郎
。
八
代
耀
国
院
斉
稷
は
そ
の
悴
竹
村
吉
右
衛
門
。
九
代
瑞
徳
院
斉
訓

は
服
部
庄
助
。
十
代
正
国
院
慶
行
は
再
び
竹
村
定
次
郎
。
十
一
代
栄
岳
院
慶
栄
は
竹
村
と
服

部
の
名
が
石
工
棟
梁
と
し
て
確
認
で
き
る
（
い
ず
れ
も
「
控
帳
」）。
竹
村
定
次
郎
が
調
製
し

た
六
・
七
代
両
藩
主
二
基
の
石
塔
・
亀
趺
は
や
は
り
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
。

定
次
郎
は
六
代
治
道
の
「
御
石
碑
」
御
用
で
苗
字
御
免
と
な
り
竹
村
を
名
乗
っ
た
。
そ
の

後
も
家
業
と
し
て
存
続
し
、
幕
末
期
十
二
代
藩
主
池
田
慶
徳
の
長
男
義
雲
院
（
新
次
郎
・
安

政
六
年
没
）
の
石
碑
造
立
に
も
末
裔
（
定
次
郎
）
が
関
わ
っ
て
い
る
。
藩
主
歴
代
の
石
塔
は
、

少
な
く
と
も
江
戸
後
期
に
は
竹
村
定
次
郎
ら
お
抱
え
石
工
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
間
を
つ
な
ぐ
二
代
か
ら
五
代
の
石
工
に
つ
い
て
も
今
後
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
（　

）
32

。
二
点
目
は
近
年
池
田
家
墓
所
の
後
背
の
山
に
確
認
さ
れ
た
石
碑
の
こ
と
で
あ
る
（　

）
33

。
ま

だ
確
た
る
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
の
で
本
稿
で
は
参
考
ま
で
の
紹
介
に
と
ど
め
た
い
。
石
碑
は

光
仲
墓
所
の
真
裏
に
位
置
す
る
小
山
の
山
頂
に
あ
る
。
墓
所
は
こ
の
山
裾
部
の
削
平
地
に
あ

り
、
光
仲
墓
所
の
ほ
ぼ
真
西
に
な
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
光
仲
の
墓
石
は
花
崗
岩
製
（
鳥

取
市
用
瀬
産
）
で
あ
る
が
、
当
石
碑
は
安
山
岩
の
よ
う
で
あ
り
、や
や
緑
色
を
帯
び
て
い
る
。

長
さ
一
・
四
メ
ー
ト
ル
。
横
幅
は
上
部
約
五
十
三
セ
ン
チ
、
下
部
約
六
十
セ
ン
チ
。
厚
さ
は

上
部
約
三
十
セ
ン
チ
、
下
部
四
十
セ
ン
チ
位
で
あ
る
。「
大
乗
経
咒
塔
」
と
刻
ん
だ
碑
面
を

上
に
し
て
現
在
は
倒
れ
て
い
る
。
碑
面
に
対
し
て
文
字
は
か
な
り
大
き
く
、
薬
研
彫
様
に
刻

ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
文
字
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
供
養
塔
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
碑

面
は
岩
滑
状
の
岩
盤
か
ら
採
石
さ
れ
た
と
思
わ
れ
、
と
て
も
な
め
ら
か
で
あ
る
が
、
側
面
か

ら
背
後
に
か
け
て
は
粗
い
凹
凸
面
が
覆
っ
て
い
る
（
背
面
は
見
え
ず
紀
年
銘
の
有
無
は
不

明
）。
採
石
地
は
そ
う
遠
く
な
い
と
思
わ
れ
る
が
不
明
で
あ
る
。「
大
乗
経
咒
塔
」
が
一
般
的

な
大
乗
妙
典
供
養
塔
な
ど
と
異
な
る
の
は
、
碑
の
表
面
に
施
主
や
願
主
、
出
身
地
（
居
住

地
）、
紀
年
銘
な
ど
の
記
載
が
な
く
、
人
の
眼
に
触
れ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
な
い
点
に

あ
る
。そ
の
立
地
も
往
来
や
共
同
墓
域
で
は
な
く
、
山
中
の
小
丘
山
頂
は
特
異
で
あ
る
。「
大

乗
経
咒
塔
」
は
個
人
的
な
願
い
や
発
意
に
基
づ
く
造
立
で
は
な
い
と
理
解
さ
れ
る
。

石
碑
の
様
態
か
ら
近
世
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
概
ね
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
池
田
家
墓
所

年 月 日 事 項 備 考 資料
7月7日 藩祖池田光仲死去
7月9日 遺骸を棺に納めて龍峯寺に移す
7月12日 墓所を法美郡奥谷に定め、葬礼規式決まる
8月19日 光仲の遺骸埋葬予定日（悪天候にて変更）
8月23日 光仲の遺骸を埋葬する
10月10日 泉州⽯⼯⻑右衛門に褒美。銀⼦1枚 下部構造、埋葬施設の完成 【資料二】
5月19日 ⽯塔⽯材を用瀬から切り出し、移送を準備 【資料四】
5月26日 ⽯塔⽯材を廟所に移送 【資料五】

7月7日
光仲付の剃髪6人墓所に盆中に燈篭を差上。
和田三信、手水鉢を寄進

一周忌

4月15日
萬福寺⾼泉性敦による⽯塔碑陰の撰⽂なる。⻲
趺碑が明⽂化される

【資料九】

7月7日
⽯塔の前の花瓶なる
東館初代池田仲澄、墓所に⽯燈籠を寄進

三回忌

9月1日 池田光仲の墓所に⽯塔を建てる 【資料六】
9月28日 泉州⽯⼯⻑右衛門に褒美。⽩銀2枚 上部構造、⽯塔ほか完成 【資料三】

元禄6年
（1693）

元禄7年
（1694）

元禄8年
（1695）

表１．墓所造営の推移
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と
の
関
連
性
は
俄
か
に
見
出
し
が
た
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
調
査
を
進
め
る
う
ち
に
国

立
公
文
書
館
所
蔵
本
の
『
因
幡
民
談
』（
一
般
に
『
因
幡
民
談
記
』
と
称
さ
れ
る
）
の
「
奥

谷
清
源
寺
図
」
に
当
碑
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
（【
写
真
６
】
参
照
）。「
興
禅

院
殿
」（
光
仲
）
の
廟
所
に
隣
接
す
る
よ
う
に
描
か
れ
、「
大
乗
妙
典
経
咒
塔
」（
正
し
く
は

前
掲
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
本
図
は
基
本
的
に
池
田
家
墓
所
を
構
成
す
る
構
造
物
や
施
設
に

限
り
記
載
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
中
に
当
碑
を
描
い
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。「
経
蔵
」

を
描
い
て
い
る
点
も
や
や
気
に
な
る
。

当
石
碑
の
性
格
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
墓
域
の
鎮
石
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
建
て
ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
推
測
し
た
が
、
引
き
続
き
多
方
面
か
ら
の
検
討
を
経
て
解
明
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

註（
１
）　

史
跡
鳥
取
藩
主
池
田
家
墓
所
保
存
会
（
中
原
斉
執
筆
）『
国
史
跡 

鳥
取
藩
主
池
田

家
墓
所
保
存
整
備
計
画
書
』
二
〇
〇
四
年
。

　

数
々
の
石
燈
籠
に
刻
ま
れ
た
文
字
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
四
年
に
西
尾
護
が
自
費

出
版
し
た
『
池
田
墓
地
献
燈
者
抄
録
』
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）　

平
勢
隆
郎
『
亀
の
碑
と
正
統
』
二
〇
〇
四
年
。

（
３
）　

鳥
取
環
境
大
学
浅
川
研
究
室
『
国
史
跡
「
鳥
取
藩
主
池
田
家
墓
所
」
の
整
備
に

関
す
る
実
践
的
研
究
（
１
）
―
石
造
建
造
物
の
修
復
と
構
造
補
強
を
中
心
に
―
』

二
〇
〇
六
年
。

（
４
）　

中
原
斉
「
鳥
取
藩
主
池
田
家
墓
所
の
調
査
」『
考
古
学
』
ジ
ャ
ー
ナ
ル
五
九
五
号
、

二
〇
一
〇
年
。
大
野
哲
二
・
中
原
斉
「
鳥
取
藩
主
池
田
家
墓
所
の
調
査
」『
立
正
大
学

考
古
学
フ
ォ
ー
ラ
ム　

近
世
大
名
墓
調
査
の
現
状
と
課
題
』
二
〇
一
〇
年
。
大
野
哲

二
「
鳥
取
藩
主
池
田
家
墓
所
の
調
査
と
整
備
」『
第
三
回
大
名
墓
研
究
会 

大
名
墓
を

読
み
解
く
』
二
〇
一
一
年
、
大
名
墓
研
究
会
発
行
。

（
５
）　

岩
淵
令
治
「
近
世
大
名
家
の
葬
送
儀
礼
と
社
会
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報

告
』
第
一
六
九
集
・
二
〇
一
一
年
。
当
論
文
で
は
、
国
元
で
死
去
し
た
初
代
光
仲
の

葬
送
儀
礼
と
江
戸
に
お
け
る
葬
儀
の
事
例
と
、
江
戸
で
死
去
し
た
六
代
治
道
の
江
戸

と
国
元
に
お
け
る
葬
儀
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
「
大
名
家
の
墓
所
霊
廟
」『
史
跡
で
読
む
日
本
の
歴
史
９
』
二
〇
一
〇
年
。

「
文
献
史
料
か
ら
見
た
大
名
家
菩
提
所
の
確
立
」『
近
世
大
名
墓
の
成
立
』
二
〇
一
四

年
。

（
６
）　

池
田
光
仲
入
部
以
前
は
一
門
の
池
田
光
政
が
因
伯
領
主
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は

便
宜
的
に
光
仲
を
初
代
鳥
取
藩
主
と
し
て
扱
う
。

（
７
）　

藤
井
駿
・
水
野
恭
一
郎
・
谷
口
澄
夫
編
『
池
田
光
政
日
記
』

（
８
）　

松
原
典
明
「
中
国
・
韓
国
の
儒
教
墓
が
近
世
大
名
に
与
え
た
影
響
」『
第
９
回
大
名

墓
研
究
会
』
報
告
書
所
収
。
二
〇
一
七
年
。
上
杉
鷹
山
の
治
葬
に
つ
い
て
も
同
氏
著

『
近
世
大
名
葬
制
の
考
古
学
的
研
究
』（
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
し
た
。

（
９
）　

江
戸
後
期
に
一
部
流
布
し
て
い
た
説
に
「
光
仲
公
御
在
世
の
時
、
奥
谷
へ
御
廟
地

を
択
置
給
ひ
し
と
云
へ
る
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
筆
者
の
岡
島

正
義
は
「
従
い
難
き
説
な
り
」
と
し
て
い
る
。（『
因
府
年
表
』
元
禄
六
年
七
月
十
日

の
項
）

（
10
）　

池
田
綱
清
ほ
か
重
臣
が
奉
納
す
る
石
燈
籠
は
、
東
照
大
権
宮
勧
請
の
年
の
家
康
の

写真６．『因幡民談』「奥谷清源寺図」（国立公文書館蔵）
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命
日
、
す
な
わ
ち
「
慶
安
三
年
四
月
十
七
日
」
の
紀
年
銘
を
刻
む
。
大
阪
府
文
化
財

セ
ン
タ
ー
の
駒
井
正
明
氏
に
よ
れ
ば
、
鳥
取
県
内
の
紀
年
銘
を
有
す
る
石
燈
籠
と
し

て
は
最
も
古
い
と
い
う
。

（
11
）　

金
森
敦
子
「
和
泉
石
工
―
近
世
に
お
け
る
移
住
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
」『
日
本
の

石
仏
』
一
四
、一
九
八
〇
年
。
三
好
義
三
「
和
泉
砂
岩
に
関
す
る
研
究
の
現
状
と
諸
問

題
」『
石
造
文
化
財
』
４
、二
〇
一
二
年
。
阪
南
市
教
育
委
員
会
『
阪
南
市
の
歴
史
文

化
遺
産
〜
指
定
文
化
財
を
中
心
に
〜
』（
二
〇
一
八
年
）。

（
12
）　

高
島
信
平
「
泉
州
石
工
と
西
伯
耆
の
石
造
物
」『
伯
耆
文
化
研
究
』
第
十
八
号
、

二
〇
一
七
年
。
駒
井
正
明
「
石
造
物
か
ら
見
た
近
世
因
伯
の
神
社
」『
鳥
取
地
域
史
研

究
』
二
十
二
号
、
二
〇
二
〇
年
。

　

駒
井
正
明
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
因
幡
・
伯
耆
鳥
取
藩
領
に
お
け
る
泉
州
石
工
の
作

例
は
、
江
戸
中
期
か
ら
幕
末
期
ま
で
五
十
九
件
が
確
認
で
き
る
と
い
う
。

　

因
幡
国
の
泉
州
石
工
の
作
例
は
、
江
戸
前
期
、
東
照
宮
や
光
仲
墓
石
な
ど
藩
権
力

を
象
徴
す
る
、
大
規
模
な
石
造
物
に
関
与
す
る
こ
と
に
始
ま
る
が
、
そ
の
後
の
作
例

は
意
外
に
も
少
な
い
。
そ
れ
で
も
か
つ
て
の
智
頭
郡
を
中
心
に
作
例
が
残
さ
れ
て
い

る
。
智
頭
町
南
方
の
三
輪
神
社
鳥
居
。
同
町
智
頭
光
専
寺
の
名
号
供
養
塔
（
松
下
嘉

兵
衛
）。
同
町
豊
乗
寺
六
地
蔵
。
鳥
取
市
佐
治
町
口
佐
治
神
社
の
石
燈
籠
な
ど
に
泉
州

石
工
が
見
ら
れ
る
。
智
頭
町
の
作
例
に
つ
い
て
は
故
村
尾
康
禮
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
13
）　

杉
本
厚
典
「
近
世
大
坂
に
お
け
る
石
工
・
石
商
」『
大
阪
歴
史
博
物
館　

研
究
紀
要
』

第
十
七
号
・
二
〇
一
九
年
三
月

（
14
）　

関
根
達
人
「
近
世
石
工
の
基
礎
的
研
究
１
―
高
野
山
奥
之
院
と
住
吉
大
社
」
弘
前

大
学
人
文
社
会
科
学
部
『
人
文
社
会
科
学
論
叢
』
第
３
号
。「
日
本
海
沿
岸
域
に
お
け

る
近
世
石
造
物
の
流
通
」、
狭
山
真
一
さ
ん
還
暦
記
念
論
文
集
『
論
集　

葬
送
・
墓
・

石
塔
』
二
〇
一
九
年
。

（
15
）　

時
代
は
少
し
下
る
が
、
一
門
衆
の
岡
山
池
田
家
の
墓
所
が
、
備
前
和
意
谷
（
岡
山

県
備
前
市
）
に
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）、
大
坂
石
工
河
内
屋
治
兵
衛
ら
に
よ
っ
て
な

さ
れ
て
い
る
点
は
や
や
気
に
な
る
。
江
戸
後
期
成
立
の
『
池
田
家
履
歴
略
記
』（
十
一

巻
「
和
意
谷
成
」）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

和
意
谷
碑
石
、
其
外
石
の
事
に
付
、
大
坂
の
石
工
治
兵
衛
と
云
者
、
備
前
に
下

　
　

り
細
工
せ
し
か
、
同
十
年
に
至
皆
済
に
及
ひ
大
坂
に
帰
ら
ん
と
せ
し
に
、
治
兵

　
　

衛
元
来
妙
工
な
れ
は
、
ま
つ
備
前
に
在
て
諸
士
の
碑
石
等
を
も
き
ら
せ
、
然
る

　
　

へ
き
な
る
よ
し
普
請
奉
行
藤
岡
内
助
よ
り
願
ひ
け
れ
は
、
五
月
十
日
御
ゆ
る
し

　
　

あ
つ
て
備
前
に
と
ゝ
ま
り
、
高
島
・
北
浦
な
と
に
て
石
多
く
割
ら
せ
置
れ
諸
士

　
　

の
用
に
当
ら
れ
し
な
り
、
其
後
御
墓
祭
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
文
化
の
今
に
至
れ
り
。

　
　
（
句
読
点
は
筆
者
に
よ
る
）

「
治
兵
衛
」
は
屋
号
河
内
屋
。
土
着
し
て
代
を
重
ね
岡
山
藩
の
御
用
石
工
と
し
て
知

ら
れ
た
と
い
う
（
乗
岡
実
「
中
国
・
四
国
の
儒
教
と
近
世
大
名
墓
」『
第
９
回
大
名
墓

研
究
会
』
報
告
書
、
二
〇
一
七
年
所
収
）。

　

な
お
岡
山
池
田
家
墓
所
の
池
田
輝
政
の
墓
前
碑
に
亀
趺
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

（
16
）　
「
因
府
年
表
」（『
鳥
取
県
史
』
第
七
巻
）
元
禄
六
年
八
月
十
八
日
の
項
。
急
遽
の
延

期
は
戸
毎
に
口
達
さ
れ
た
と
い
う
。

（
17
）　

大
名
墓
所
の
埋
葬
施
設
に
は
、
棺
を
納
め
る
椁
に
、
石
工
の
手
間
を
不
可
欠
と
す

る
切
石
や
築
石
を
使
用
し
た
例
が
多
い
こ
と
が
近
年
の
松
原
典
明
の
研
究
（『
近
世
大

名
葬
制
の
考
古
学
的
研
究
』
二
〇
一
二
年
）
な
ど
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

未
発
掘
で
あ
る
光
仲
墓
の
下
部
構
造
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
例
え
ば
三

代
吉
泰
の
埋
葬
に
つ
い
て
は「
御
石
棺
え
御
収
り
」（「
控
帳
」元
文
四
年
九
月
十
一
日
）

と
文
書
に
み
え
、
二
重
構
造
の
木
製
の
棺
を
納
め
る
石
棺
が
埋
葬
施
設
と
し
て
調
製

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

光
仲
の
父
岡
山
藩
主
池
田
忠
雄
の
墓
所
は
、
菩
提
寺
清
泰
院
と
墓
所
の
移
転
の
た

め
、
昭
和
三
十
九
年
に
発
掘
調
査
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
石
室
は
厚
さ
四
十
セ
ン
チ
、

長
さ
約
２
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
切
石
が
配
列
さ
れ
た
構
造
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
（『
池

田
忠
雄
墓
所
調
査
報
告
書
』
岡
山
市
教
育
委
員
会
、
一
九
六
四
年
）。
土
葬
墓
が
定
着

し
て
き
た
近
世
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
造
営
さ
れ
た
大
名
墓
の
普
請
に
は
石
工
衆

の
役
割
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
18
）　
「
因
府
年
表
」
元
禄
七
年
五
月
二
十
六
日
の
項
に
は
「
興
禅
院
君
の
御
石
碑
を
用
ケ

瀬
よ
り
漕
輸
し
、
竪
九
尺
横
四
尺
の
巨
石
な
り
。
今
日
船
場
よ
り
こ
れ
を
挽
く
」
と

あ
る
。
船
場
は
袋
川
筋
の
宮
下
村
地
内
、
仮
殿
（
化
田
）
河
原
の
船
場
と
考
え
ら
れ
、

当
地
ま
で
は
舟
運
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
天
保
五
年
の
池
田
冠
山
（
停
雲
院
）
の
墓

石
を
運
ぶ
際
は
、「
停
雲
院
様
御
石
塔
、
此
節
よ
り
来
月
（
十
月
）
上
旬
迄
ニ
化
田
河

原
え
積
廻
」
と
あ
る
（
傍
線
、
カ
ッ
コ
内
は
筆
者
）。

　

な
お
江
戸
時
代
後
期
以
降
、
例
え
ば
十
代
藩
主
正
国
院
慶
行
の
墓
所
造
営
に
際
し

て
は
、
石
工
衆
が
用
瀬
に
引
越
・
滞
在
し
て
切
り
出
し
て
い
た
こ
と
が
慣
例
に
な
っ

て
い
る
（
控
帳
）。

（
19
）　
「
因
府
年
表
」
元
禄
七
年
五
月
二
十
六
日
の
項
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

御
普
請
手
の
属
役
奥
源
太
郎
は
、
浴
衣
染
の
帷
子
を
着
し
、
采
配
を
揮
て
音
頭
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を
取
り
て
人
夫
等
を
励
ま
し
、
色
々
の
木
遣
歌
を
唄
は
し
む
。
依
之
途
路
の
左

　
　

右
見
物
の
老
幼
男
女
恰
も
堵
牆
に
異
な
ら
ず
。
何
様
の
不
相
当
な
る
処
置
な
れ

　
　

ば
、
後
日
源
太
郎
御
叱
り
あ
り
と
云

（
20
）　

墓
石
の
表
面
に
は
「
興
禅
院
殿
故
因
伯
刺
史
俊
翁
義
剛
大
居
士
」「
元
禄
六
癸
酉
年

／
七
月
初
七
日
薨
」
と
あ
る
。
裏
面
の
「
興
禅
院
徳
政
之
碑
」
に
は
萬
福
寺
高
泉
性

敦
撰
文
に
よ
る
千
四
百
近
い
文
字
（
本
文
）
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）　

前
掲
註
、
松
原
典
明
『
近
世
大
名
葬
制
の
考
古
学
的
研
究
』
六
十
八
頁
。
及
び
第

二
章
【
参
考
『
高
久
公
易
簀
録
』
と
儒
教
儀
礼
】
八
十
二
頁
。

（
22
）　
「
控
帳
」（
元
禄
七
年
年
七
月
九
日
）
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

一
興
禅
院
様
附
剃
髪
六
人
之
面
々
、
奥
谷
御
廟
所
江
盆
中
燈
篭
差
上
度
旨
願
ニ

　
　
　

付
而
、
只
今
ハ
石
燈
篭
も
無
之
候
間
、
当
年
は
燈
篭
被
差
上
、
来
年
よ
り
ハ

　
　
　

無
用
と
申
達　

事
。
使
岩
田
権
右
衛
門
。

　
「
只
今
ハ
石
燈
篭
も
無
之
候
」
と
あ
る
言
葉
の
背
後
に
は
、
石
燈
籠
が
墓
前
に
あ
っ

て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
墓
域
に
対
す
る
家
老
ら
の
認
識
が
う
か
が
え
る
。
今
も

塔
前
に
あ
る
和
田
三
信
が
奉
献
し
た
手
水
鉢
は
一
周
忌
の
「
元
禄
七
年
七
月
七
日
」

を
刻
ん
で
い
る
。

　
「
燈
篭
」
を
差
し
上
げ
た
い
と
申
し
出
た
「
興
禅
院
御
附
剃
髪
六
人
之
面
々
」
は
光

仲
御
付
の
衆
で
、
遺
骸
が
棺
に
納
め
た
の
ち
鳥
取
城
か
ら
栗
谷
龍
峯
寺
へ
出
棺
し
た

際
に
御
供
し
た
面
々
で
あ
る
。
堀
庭
内
蔵
助
・
長
倉
右
衛
門
・
岩
越
浅
右
衛
門
・
多

田
与
惣
左
衛
門
・
秋
田
仁
兵
衛
・
岩
田
平
次
右
衛
門
で
あ
る
。
そ
の
他
、
近
習
衆
か

ら
も
剃
髪
の
申
し
出
が
度
々
み
ら
れ
る
が
剃
髪
は
許
可
さ
れ
て
お
ら
ず
、み
な「
髻
払
」

（
も
と
ど
り
は
ら
い
）
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
23
）　

右
側
の
石
燈
籠
に
対
し
、
も
う
一
方
の
左
側
の
棹
石
に
は
次
な
る
位
置
関
係
に
お

い
て
銘
が
あ
る
。

　
　
　
（
右
）　

不
肖
男
壱
岐
守
仲
澄
謹
立

　
　
　
（
中
央
）
興
禅
院
殿
塔
前
石
灯
篭
二
基

　
　
　
（
左
）　

元
禄
八
乙
亥
年
七
月
七
日

　

参
道
側
に
棹
石
中
央
の
「
興
禅
院
殿
塔
前
石
灯
篭
二
基
」
の
表
記
が
向
く
よ
う
に

位
置
付
け
る
な
ら
ば
（
墓
石
に
対
し
て
正
面
に
対
面
し
た
時
に
「
不
肖
男
壱
岐
守
仲

澄
謹
立
」
の
表
記
が
見
え
る
位
置
に
す
る
な
ら
ば
）、
現
状
の
仲
澄
奉
献
の
石
燈
籠
は

左
右
が
逆
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
。
光
仲
墓
所
が
造
営
さ
れ
た
の
ち
、
北
側

に
並
ぶ
西
館
池
田
家
歴
代
の
墓
石
を
造
営
す
る
際
に
石
燈
籠
を
し
ば
し
ば
一
時
的
に

動
か
し
て
い
る
こ
と
が
記
録
上
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
仲
澄
の
石
燈
籠
も
入
れ
替

わ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
24
）　

譲
徳
院
（
西
館
七
代
定
保
）
の
墓
所
造
営
で
は
、
桂
岩
院
（
西
館
初
代
清
定
）
墓

所
の
背
後
に
石
工
小
屋
を
建
て
て
作
業
し
た
と
さ
れ
る
（
控
帳
）。
池
田
光
仲
（
興
禅

院
）
と
清
定
（
桂
岩
院
）
の
墓
所
の
背
後
は
比
較
的
広
い
空
間
が
あ
り
、
江
戸
末
期

ま
で
石
工
ら
の
作
業
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
使
用
さ
れ
、
言
わ
ば
石
工
小
屋
跡
地
と
い
え

る
場
所
で
あ
る
。
光
仲
の
石
塔
も
こ
の
付
近
で
調
製
さ
れ
た
も
の
か
。

（
25
）　

池
田
仲
政
の
墓
所
は
、
池
上
本
門
寺
の
多
宝
塔
の
東
側
の
墓
域
に
あ
る
。
多
宝
塔

か
ら
東
側
に
延
び
る
階
段
の
突
き
当
り
付
近
、
北
側
に
折
れ
曲
が
る
角
地
に
建
つ
大

き
な
無
縫
塔
で
あ
る
。
紀
州
徳
川
家
の
墓
所
に
近
い
。
銘
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　

南
無
多
宝
如
来　
　
　
　
　

慶
安
二
年
己
丑

（
前
）
南
無
妙
法
蓮
華
経
本
高
院
殿
瑞
圓
日
清
尊
霊

　
　
　

南
無
釋
迦
牟
尼
佛　
　
　
　

十
月
十
七
日
遠
行

　
　
　
　
　
　
　

夫
方
填
者
清
浄
妙
法
身
之
依
正
号
常
□

　
　
　
　
　
　
　

光
土
之
正
體
号
三
德
秘
密
之
奥
蔵
号
三

　
　
　
　
　
　
　

世
諸
佛
依
此
而
住
一
切
衆
生
依
此
而
入

　
　
　
　
　
　
　

□
繇
之
今
中
松
平
美
濃
守
本
高
院
殿

　
　
　
　
　
　
　

瑞
圓
日
清
台
霊
第
三
七
日
建

　
　
　
　
　
　
　

斯
聚
相
以
擬
増
進
佛
道
資

　
　
　
　
　
　
　

助
矣
若
夵
霊
也
三
惑
頓
断

　
　
　
　
　
　
　

三
身
圓
成
而
已
乃
至
一
見
之

　
　
　
　
　
　
　

等
軰
永
離
悪
趣
回
生
之

　
　
　
　
　
　
　

群
類
齊
出
苦
拭
耳　

慶
安
二
年
己
丑
陽
復
上
旬
之
七

（
26
）　

鳥
取
県
立
博
物
館
（
大
嶋
陽
一
執
筆
）
展
示
図
録
『
黄
檗
文
化
と
そ
の
名
宝
』

二
〇
一
九
年
。
鳥
取
県
立
博
物
館
学
芸
員
大
嶋
氏
よ
り
、
萬
福
寺
五
世
高
泉
性
敦
撰

文
に
よ
る
墓
誌
は
、
鳥
取
藩
儒
辻
晩
庵
の
原
稿
を
も
と
に
し
て
い
る
こ
と
を
別
途
ご

教
示
い
た
だ
い
た
。

（
27
）　

二
代
池
田
綱
清
の
母
、
芳
心
院
は
熱
心
な
法
華
信
徒
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る（
不
變
山
永
壽
院『
芳
心
院
殿
妙
英
日
春
大
姉
墓
所
の
調
査
』二
〇
〇
九
年
。

池
上
本
門
寺
『
万
両
塚
』
二
〇
一
二
年
ほ
か
）。
幼
少
期
病
弱
で
あ
っ
た
綱
清
（
新
五

郎
・
輝
孝
）
の
病
気
平
癒
の
た
め
、
芳
心
院
は
母
瑶
林
院
（
加
藤
清
正
娘
）
と
共
に

池
上
本
門
寺
に
法
華
経
を
寄
進
し
て
祈
願
し
て
い
る
。
松
原
典
明
に
よ
れ
ば
、
綱
清
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は
母
芳
心
院
が
死
去
す
る
と
、
生
前
芳
心
院
が
帰
依
し
た
三
沢
寺
日
相
上
人
を
頼
り
、

同
寺
に
一
万
部
法
華
経
読
誦
と
法
華
経
全
部
一
石
一
字
経
典
書
写
供
養
を
実
践
し
て

石
塔
を
造
立
し
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
綱
清
自
身
の
「
日
蓮
宗
へ
の
帰
依
が
あ

っ
た
た
め
に
、
自
ら
の
墓
碑
は
黄
檗
宗
の
亀
趺
墓
を
選
択
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
」
と
し
て
い
る
（「
大
名
墓
の
埋
葬
主
体
部
と
副
葬
品
」『
第
１
０
回
大
名
墓

研
究
会
〜
近
世
大
名
墓
研
究
の
到
達
点
〜
』
二
〇
一
八
年
）。

　

黄
檗
を
信
仰
し
た
父
光
仲
の
墓
塔
の
象
徴
が
亀
趺
で
あ
る
一
方
、
日
蓮
法
華
宗
を

個
の
信
仰
と
し
た
二
代
綱
清
は
台
石
の
四
面
に
大
き
く
陽
刻
さ
れ
た
開
蓮
華
が
そ
の

象
徴
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
台
石
は
綱
清
の
み
が
亀
趺
で
は
な
い
が
、
初
代
か
ら

十
一
代
に
至
る
歴
代
の
墓
塔
で
一
貫
し
て
共
通
す
る
の
は
位
牌
形
を
し
た
円
頭
型
の

石
塔
で
あ
る
。

（
28
）　

三
代
吉
泰
の
石
塔
に
亀
趺
が
再
び
採
用
さ
れ
た
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
吉
泰

以
降
は
石
塔
の
背
面
に
諱
や
没
年
齢
を
定
式
的
に
入
れ
て
い
る
。
元
文
六
年
五
月

二
十
七
日
の
控
帳
（
家
老
日
記
）
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

一
左
之
通
、
天
祥
院
様
御
石
碑
之
裏
え
、
相
調
候
様
ニ
被
仰
出
候
付
、
則
山
田
弥　

　

兵
衛
・
太
田
権
右
衛
門
え
申
付
候
事
。

　
　
　

中
太
夫
羽
林
次
将
源
朝
臣
吉
泰
寿
五
十
三
歳

　

実
際
に
こ
の
通
り
の
傍
線
部
の
一
行
が
石
塔
裏
面
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
三
代
吉

泰
の
石
塔
か
ら
様
式
が
統
一
化
さ
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

（
29
）　

光
仲
墓
所
前
の
仲
澄
燈
籠
竿
石
の
中
央
の
節
幅
は
約
五
十
ミ
リ
、
最
上
部
・
最
下

部
の
節
幅
は
各
々
約
三
十
ミ
リ
。
東
照
宮
本
殿
前
の
新
五
郎
（
綱
清
）
燈
籠
竿
石
の

中
央
の
節
幅
は
約
六
十
ミ
リ
、
最
上
部
・
最
下
部
の
節
幅
は
各
々
約
四
十
五
ミ
リ
と

な
っ
て
い
る
。
双
方
と
も
三
段
の
節
（
紐
帯
）
が
陰
刻
さ
れ
て
い
る
。

　

管
見
の
限
り
そ
の
よ
う
な
節
幅
を
も
つ
燈
籠
（【
写
真
５
】
参
照
）
は
他
に
見
な
い
。

『
阪
南
町
史
』
下
巻
（
一
九
七
七
年
）
に
掲
載
さ
れ
る
近
世
初
期
の
石
灯
籠
の
特
徴

や
、
阪
南
市
教
育
委
員
会
『
阪
南
市
の
歴
史
文
化
遺
産
〜
指
定
文
化
財
を
中
心
に
〜
』

（
二
〇
一
八
年
）。
な
ど
を
参
考
に
す
る
と
、
陰
刻
さ
れ
た
三
段
の
節
は
、
近
世
初
期

に
見
ら
れ
る
泉
州
石
工
の
細
工
に
よ
る
一
つ
の
特
徴
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
る
。

（
30
）　

そ
の
他
、
鳥
取
市
馬
場
の
倉
田
八
幡
宮
拝
殿
前
に
あ
る
寛
文
十
四
年
の
石
燈
籠
や
、

鳥
取
市
長
谷
の
長
谷
寺
跡
に
向
か
う
参
道
に
あ
る
寛
文
十
年
の
石
燈
籠
が
や
や
類
似

す
る
が
石
工
銘
は
な
い
。

（
31
）　

前
掲
註
、『
阪
南
市
の
歴
史
文
化
遺
産
〜
指
定
文
化
財
を
中
心
に
〜
』二
〇
一
八
年
。

（
32
）　

池
田
家
墓
所
の
石
造
物
に
は
、
目
視
可
能
な
位
置
に
石
工
銘
は
刻
ま
れ
て
い
な
い
。

そ
の
中
で
唯
一
、
例
外
的
に
東
館
池
田
家
四
代
の
澄
延
（
明
和
六
・
一
七
六
九
年
没
、

賢
徳
院
殿
英
山
衍
雄
大
居
士
）
の
墓
域
玉
垣
の
地
覆
石
に
石
工
銘
の
一
部
が
見
ら
れ

る
。
現
在
、
玉
垣
の
石
柵
は
失
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
基
礎
部
分
に
次
の
よ
う
な
文

字
の
一
部
が
判
読
で
き
る
。

　
　
　

石
大
﹇　
　

﹈

　
　
　

越
刕
﹇　
　

﹈

　
　
　

山
内
十
﹇　
　

﹈

　

石
材
の
二
次
転
用
の
可
能
性
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
「
山
内
」
と
読
め

る
「
越
刕
」（
越
州
）
の
石
工
（「
石
大
工
」
か
）
が
、
東
館
池
田
澄
延
墓
所
造
営
に

関
係
す
る
人
物
な
ら
ば
、
江
戸
中
期
に
お
い
て
も
、
他
国
の
石
工
が
関
与
し
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
な
お
、
当
石
工
銘
の
存
在
は
、
池
田
家
墓
所
保
存
会
の
前
担
当
者
、

森
藤
徳
子
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
鳥
取
市
教
育
委
員
会
『
鳥
取
市
内
遺
跡
発
掘
調
査

概
要
報
告
書
』（
二
〇
一
八
年
）
も
「
墓
碑
、
灯
籠
以
外
に
職
名
、
出
身
地
、
氏
名
が

刻
ま
れ
て
い
る
極
め
て
特
異
な
例
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
石
工
銘
は
不
明
な
が
ら

三
代
藩
主
天
祥
院
吉
泰
の
「
御
石
碑
は
大
坂
え
申
遺
」
わ
さ
れ
て
い
る
（
同
資
料
）。

（
33
）　

石
造
物
の
存
在
に
つ
い
て
は
沖
廣
俊
氏
及
び
池
田
家
墓
所
保
存
会
の
高
橋
章
司
氏

（
現
担
当
者
）
の
ご
教
示
に
よ
る
。

　
『
因
幡
民
談
記
』（『
因
幡
民
談
』）
は
江
戸
時
代
前
期
に
生
涯
を
送
っ
た
鳥
取
藩
医

小
泉
友
賢
の
著
作
に
か
か
る
因
幡
地
方
の
地
誌
で
、
元
禄
期
頃
に
成
立
し
た
と
言
わ

れ
て
い
る
が
原
本
は
現
存
せ
ず
、
写
本
で
流
布
し
た
。
中
に
は
写
し
取
ら
れ
た
時
代

の
情
報
や
、
筆
写
し
た
人
物
の
関
心
が
盛
り
込
ま
れ
る
場
合
が
あ
る
。
特
に
絵
図
な

ど
は
新
し
い
情
報
が
投
影
さ
れ
や
す
い
。
鳥
取
市
歴
史
博
物
館
本
、
鳥
取
県
立
博

物
館
西
橋
本
お
よ
び
岡
島
本
、
大
雲
院
本
は
、
池
田
家
墓
所
の
図
（
奥
谷
清
源
寺

図
）
に
供
養
塔
は
な
く
、
多
く
の
写
本
は
当
碑
を
描
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
石

碑
が
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
）。
国
立
公
文
書
館
本
は
正
徳
元
年

（
一
七
一
一
）
に
没
し
た
二
代
藩
主
綱
清
の
墓
所
を
描
き
、
三
代
以
降
の
墓
所
は
描
い

て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
石
碑
は
正
徳
期
に
は
存
在
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
国
立

公
文
書
館
本
の
「
奥
谷
清
源
寺
図
」
は
、
正
徳
〜
元
文
期
頃
の
墓
所
景
観
を
捉
え
直

し
た
図
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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